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１．事業の趣旨 

 「千葉県地域活性化プラットフォーム事業」は、地域の重要課題等の中から、市

民活動団体や関係団体、市町、県など地域のさまざまな主体が連携して地域におい

て取り組むべき課題を検討するとともに、市民活動団体等が中心となって、その課

題の解決に取り組む事業です。 

 これらを通じ、市民活動団体等自らがさまざまな主体と連携して、地域課題の把

握、解決手法の検討から具体的な活動に取り組む仕組み（地域活性化プラットフォ

ーム）の構築を図ります。 

 平成２１年度は、山武郡市（山武市、東金市、横芝光町、芝山町、大網白里町、

九十九里町）をモデル地域として、「１００年後のふるさとへの贈り物 ～水と緑

ときれいな空気と心地よい空間を目指して～」（温暖化防止に向けた地域づくり）

をテーマとして実施することとしており、このテーマに沿って山武郡市で活動した

い、他団体とつながることで生まれる“何か”を期待する市民活動団体等の皆様、

ぜひ、この事業にご参加ください。     

ご応募をお待ちしております。 

 

２．募集の内容 

 （１）対象となる活動事業（以下の全ての事項に該当することが必要です） 

  ● 山武郡市内で実施される活動。 

  ● 広く住民に活動を周知したり、住民の意見を聞く場を設けたり、住民に参

加してもらうことを目的とした活動。 

  ● 「１００年後のふるさとへの贈り物 ～水と緑ときれいな空気と心地よい

空間を目指して～」というテーマに沿った活動。 

（活動例） 

・温暖化防止に向けた地域づくりの活動。 

・地域資源（自然環境、文化・歴史、産業、人材、空き家、路地等）を掘り起こし、

様々な課題改善のために様々な主体が連携して取り組むことができる活動。 

・地域課題（環境の保全、福祉の充実、子育て支援、経済の活性化など）の解決に

あたって、水と緑ときれいな空気と心地よい空間を目指し、地域コミュニティを

創造するような活動。 

・家庭・地域・山武郡市の広域で取り組むことが出来る活動。 

・一人ひとりが取り組むことができるエコロジー活動を通して市民活動を広める活動。 

● 同一事業について、補助金等を受けていない活動。 

平成２１年度千葉県地域活性化プラットフォーム事業・山武郡市 

『１００年後のふるさとへの贈り物 

～水と緑ときれいな空気と心地よい空間を目指して～』 

活動団体募集要項 
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 （２）応募資格 

  ● 構成員が３人以上（山武郡市に在住・在勤・在学の成人１人以上を含む）

の非営利の団体（実行委員会も含む）で，規約，会則等がある団体（法人

格の有無は問わない）。 

  ※ 宗教団体、政治団体などは対象となりません。   

※ 有志が新たに団体（学校や大学のクラブ活動などを含む）をつくり提案

することは可能です。 

 

（３）実施期間 

 ● 平成２１年７月（予定）～平成２２年２月２８日まで 

  ※ ２月２８日までに事業を完了し、活動報告書の提出（３月上旬）、成果

報告会での発表（３月中旬）を行っていただきます。 

 

３．応募方法 

平成２１年５月２５日（月）から６月１２日（金）午後５時まで （必着） 

所定の提案書に必要事項を記入し，必要書類を添えて山武市総務部市民自治

支援課へ提出してください。 

 

 

 
 

※ なお、提案書の書き方がわからない、どんな活動が応募できるのかといった疑

問にお答えするため、説明会を開催します。 

第１回説明会 開催日時：５月１１日（月）午後１時から午後３時 

         開催場所：大網白里まちづくりサポートセンター 

第２回説明会 開催日時：５月２１日（木）午後６時から午後８時 

         開催場所：さんぶの森中央会館 

第３回説明会 開催日時：５月２４日（日）午前１０時から午前１２時 

         開催場所：東金市中央公民館 

第４回説明会 開催日時：５月２４日（日）午後３時から午後５時 

         開催場所：芝山町中央公民館 

第５回説明会 開催日時：５月３１日（日）午後４時から午後６時 

         開催場所：山武市文化会館のぎくプラザエントランス 

                      キックフォーラム開催時 

第６回説明会 開催日時：６月７日（日）午前１０時から午前１２時 

         開催場所：九十九里町中央公民館 

 

【提案書の提出先】 

山武市総務部市民自治支援課 

〒289-1392 山武市殿台 296 番地  ℡ 0475－80－0151 
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第７回説明会 開催日時：６月７日（日）午後２時から午後４時 

         開催場所：横芝光町町民会館 

    

４．審査・選考方法について 

 応募のあった提案は，書類審査と公開プレゼンテーション（応募資格を満たし

ている団体を対象）を行い，その内容を踏まえ選考委員会（個人情報が含まれるた

め非公開で実施）で採択する提案を選定します。 

採択する提案は，地域活性化推進委員会で決定しますが、提案団体と地域活性化

推進委員会との協議を経て、一部、変更や修正をお願いすることもあります。活動

経費についても変更（増額または減額）になることがあります。 

〈公開プレゼンテーション〉 

 提案団体は企画提案の内容について、１０分程度で発表していただき、その後質

疑応答を行います。（パネル、パワーポイントなど方法は自由です。） 

発表時間は提案数に応じて変更する場合があります。詳細は後日お知らせします。 

  日程：平成２１年６月２８日（日）  場所：山武市役所第５、第 6 会議室 

【審査基準】 

項 目 内 容 

地域課題の把握

の的確さ 

・テーマ「１００年後のふるさとへの贈り物 ～水と緑ときれいな

空気と心地よい空間を目指して～」に基づく、地域課題を的確に把

握していること。 

活動の有効性 ・社会状況、住民ニーズなどを適正に捉えていること。 

・活動を効果的に行うための、地域資源の活用が提案されていること。

・目標達成に向けて適切な活動内容が提案されていること。 

・成果が期待できる有効な方法・手順が示されていること。 

活動の先駆性・

独創性 

・内容・手法に先駆性、独創性があり、新たな活動展開が期待できるこ

と。 

活動の実現可能

性 

・企画を確実に実施できる体制に既になっていること。 

・自主自立して活動を実施できること。 

公開性 ・実施する活動について、広く住民や受益者の意見を聞き、活動やその

成果を知らせるなど、住民が活動に参加する機会を設けていること。 

活動収支の適正

性 

・予算の見積は適正であること。 

・費用対効果が評価できること。 

活動の継続性 ・本事業終了後も山武郡市内での展開が期待できること。 

プラットフォー

ム構築の有効性 

・他の団体と積極的に交流を図ることで、本事業終了後もプラットフォ

ーム構築に有効な役割を果たせること。 
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選考結果については、各提案団体に通知するとともに、ＨＰ（千葉県情報ネッ

ト）上でも公表します。 

● 選考結果発表  平成２１年７月上旬予定 

 

５．採択団体への助成 

 ● １団体あたり上限５０万円で１０団体程度に助成します。 

（助成対象経費の１０分の１０以内の額） 

交付の時期は、平成２１年７月を予定しています。 

 ● 助成の対象は、提案した活動を行うために必要な経費（講師謝礼金、会議費、

旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、備品購入費等）。 

  ※ ここで、備品とは長期間形を変えず、比較的長く使用・保存できるもので、

金額が２万円以上の物品です（例：パソコン等の機械類や机など）。 

※ 備品は提案した活動を行うために必要な範囲で購入することができます。

但し、補助限度額は、２万円とします。 

※ 消耗品は、短期間又は１回で使用に耐えなくなるもので、２万円未満の

物品です。 

※ 食料費については，会議の茶菓代程度であれば，必要な範囲で対象可能

とします。 

  ※ 人件費については、積算根拠を明確にしてください。 

 

６．採択団体の実施条件 

 ● 県、市町、地域活性化推進委員会、採択団体等で構成する「地域活性化プロ

ジェクトチーム会議」（月１回程度）や中間報告会、成果報告会などで報告し

ていただくとともに、ニュースレターの原稿作成等の広報活動へ協力してい

ただくことになります。また、事業終了後には、活動報告書を提出いただき

ます。 

 ● 活動を行うにあたっては、法令を遵守し、事業に必要な諸申請は採択団体が

責任をもって、自ら行っていただきます。 

 ● 活動について、チラシやホームページに掲載する場合には、「千葉県地域活

性化プラットフォーム事業・山武郡市」の名称または簡単な説明を掲載して

いただきます。 

（上記条件を遵守していただけない場合は、助成金を返金していただくこと

もあります。） 
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７．事業の役割と仕組み 

（１）役割 

① 地域活性化推進委員会 

県が、県（環境政策課、資源循環推進課、森林課、ＮＰＯ活動推進課）・

市町（山武市、東金市、横芝光町、芝山町、大網白里町、九十九里町）、市

民活動団体、学識経験者、商工団体などの関係団体（以下「関係団体」と

いう。）による「地域活性化推進委員会」を設置します。             

地域活性化推進委員会では、地域活性化プロジェクトチームの設置、市

民活動団体と様々な主体との連携の促進策の検討、本事業を県民に周知す

るためのニュースレターの発行、ホームページの作成等、中間報告会や成

果報告会の開催、採択団体のサポートなど事業全体の企画・管理を行いま

す。 

 

② 採択団体（活動ＮＰＯ） 

採択団体は、活動テーマに沿った課題解決に向けた提案活動を実施し、

「地域活性化プロジェクトチーム会議」（月１回程度）や中間報告会、成果

報告会などで報告していただくとともに、ニュースレターの原稿作成等の

広報活動へ協力します。 

 

③ 地域活性化プロジェクトチーム 

採択団体、県、市町、地域活性化推進委員等による、「地域活性化プロジ

ェクトチーム」を月 1 回程度開催します。 

地域活性化プロジェクトチームでは、地域課題解決の方策の発見、課題

解決力の向上を目指すとともに、市民活動団体間や市民活動団体と行政、

関係団体など様々な主体との協力体制の構築を図ります。 

 

④ 県 

この事業は、県がコーディネーターに委託して実施します。 

県は地域活性化推進委員会の設置・参加、地域活性化プロジェクトチー

ムへの参加、情報提供、全県的な告知・広報、県関係機関間の連絡調整な

どを行います。 

 

⑤ 市町 

市町は、地域活性化推進委員会の参加、地域活性化プロジェクトチーム

への参加のほか、事業の住民等への告知、広報活動への協力、地域課題に

関連する市町内の部署･機関との連絡調整を行います。 
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⑥ コーディネーター  

県がコーディネーターにコーディネート業務と採択団体の助成業務を委

託します。 

コーディネート業務は、地域活性化推進委員会、地域活性化プロジェク

トチーム会議の運営や地域活性化推進委員会が企画する各種事業のコーデ

ィネート（フォーラム、活動テーマに沿った市民活動団体からの提案事業

の募集、提案活動応募説明会、公開プレゼンテーション、中間報告会、成

果報告会等）、効果的な広報の実施（ニュースレター、ホームページの作成

等）などを行います。 

 

（２）仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

  採択団体はそれぞれ提案事業を実施しますが、これらの活動を実践しながら、

活動から見えてきた課題や資源、情報等について地域活性化プロジェクトチーム

会議（ＰＴ会議）を通じて共有します。 

  地域活性化推進委員会は、現状を分析し、採択団体への課題解決の支援手法や

地域活性化に向けた環境づくりを検討します。 

  このような実践と課題の共有・検討を循環的に重ね、総合的な地域の課題解決

力の向上を図ることが特徴です。 

 

８．応募に際して、ご理解いただきたいこと 

  山武郡市の課題である「１００年後のふるさとへの贈り物～水と緑ときれいな

空気と心地よい空間を目指して～」をテーマに活動をしていただき、その過程に

おいて『地域資源の掘り起こし』や『ネットワークの強化』をねらいとしている

事業であり、団体支援のための助成金事業ではありません。 

・『地域資源の掘り起こし』とは 

    地域において眠っている資源を再発見し、地域を活性化して地域づくりに

つなげていきます。 

    地域における、利用価値がある空き家、美しい景観、日常的に当たり前の

地域活性化プロジェクトチーム

（情報共有と実践）

月１回開催

 ＮＰＯ関係者
 関係団体
有識者

 市ＮＰＯ課
 市事業課

 県ＮＰＯ課
 県事業課

 支援

 現状・課題等

随時開催

●事業全体の進行管理

●ＰＴ会議の支援

●事業の周知

●ＮＰＯによる活動状況報告

●団体間の交流

●事業の周知

事業のコーディネート

地域活性化推進委員会

（解決手法を検討）

市担当

活動ＮＰＯ

地域活性化
推進委員

県担当

地域活性化
推進委員

活動ＮＰＯ

活動ＮＰＯ 活動ＮＰＯ

コーディネーター
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ように使っているが地域外の人には価値があるもの（自然環境、文化・歴

史、産業など）、地域をつないでいる市民活動団体など、地域の資源を再発

見し、地域の魅力を再認識しそれらを活用し活力ある地域づくりを目指し

ます。 

・『ネットワークの強化』とは 

    様々な主体が連携・協力し地域課題（環境の保全、福祉の充実、子育て支

援、経済の活性化など）に取り組むことにより、ネットワークを強化しま

す。 

    県と市町と市民活動団体等とさらに活動テーマに関わる社会福祉協議会や

商工会など様々な主体が一緒に事業に取り組むことにより地域づくりの大

きな力となります。 

 

９．事業のスケジュール 

（１）全体スケジュール 

内容 日程 備考 

１．募集要項と提案書の配布 平成２１年５月２３日（土） 

    ～６月１２日（金） 

 

２．提案書の受付 平成２１年５月２５日（月） 

    ～６月１２日（金） 

 

３．キックオフフォーラム 

    

平成２１年５月３１日（日） 

午後１時から午後４時まで 

場所：山武市

成東文化会館

のぎくプラザ 

４．個別説明会の開催  

        第１回説明会

         

 

 

第２回説明会

         

第３回説明会

         

第４回説明会

         

第５回説明会

         

 

第６回説明会

         

 

第７回説明会

   

 

平成２１年５月１１日（月） 

午後１時から午後３時まで 

 

 

平成２１年５月２１日（木） 

午後６時から午後８時まで 

平成２１年５月２４日（日） 

午前 10 時から午前 12 時まで 

平成２１年５月２４日（日） 

午後３時から午後５時まで 

平成２１年５月３１日（日） 

午後４時から午後６時まで 

 

平成２１年６月７日（日） 

午前 10 時から午前 12 時まで 

 

平成２１年６月７日（日） 

午後２時から午後４時まで 

 

場所：大網白

里まちづくり

サポートセン

ター     

場所：さんぶ 

の森中央会館 

場所：東金市 

中央公民館 

場所：芝山町 

中央公民館 

場所：成東文

化会館のぎく

プラザ 

場所：九十九

里町中央公民

館 

場所：横芝光

町町民会館 
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５．公開プレゼンテーション 平成２１年６月２８日（日） 場所：山武市

役所第５・６

会議室 

６．提案事業の実施 平成２１年７月上旬～ 

平成２２年２月２８日（日） 

 

７．中間報告会の開催 平成２１年１１月頃  

８．報告書の提出 平成２２年３月上旬  

９．成果報告会の開催 平成２２年３月中旬  

※ただし、上記のスケジュールは変更になる場合があります。 

 

（２）募集要項と提案書の配布 

 募集要項と提案書は下記の場所で配布します。 

 ・山武市総務部市民自治支援課 

〒289-1392 山武市殿台 296 番地  

    TEL  0475－80－0151     FAX   0475－80－1177 

 ・千葉県ＮＰＯパートナーシップオフィス 

  〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1  TEL043-223-4166 

 ・東金市企画政策部企画課 

  〒283-8511 東金市東岩崎１－１ TEL0475-50-1196 

 ・芝山町企画財政課 

    〒289-1692 山武郡芝山町小池９９２ TEL0479-77-3907 

 ・横芝光町企画財政課 

  〒289-1793 山武郡横芝光町宮川１１９０２  TEL0479-84-1218 

・ 大網白里町企画政策課(TEL0475-70-0315)／住民課（TEL0475-70-0342） 

 〒299-3292 山武郡大網白里町大網１１５―２  

・大網白里まちづくりサポートセンター 

 〒299-3251 山武郡大網白里町大網３２―３(0475-72-8278) 

 ・九十九里町企画財政課 

  〒283-0195 山武郡九十九里町片貝４０９９ TEL0475-70-3125 

※ 提案書は千葉県ＮＰＯ情報ネット（http://www.chiba-npo.jp/）からダウンロ

ードできます。 
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（３）問い合わせ先 

 事業全体や、応募の仕方について、随時ご相談に応じます。 

  千葉県環境生活部ＮＰＯ活動推進課ＮＰＯ事業室 担当 矢野 

  TEL 043-223-4166  

   山武市総務部市民自治支援課  担当 太田 

  TEL 0475-80-0151 

 ＮＰＯ法人コミュニティサービス地球座  担当 岩澤（コーディネーター） 

TEL 0475-84-3554 携帯 090-1042-7090 

 

１０．その他留意事項 

● 提案書 

  ・募集要項をよく読み、所定の提案書にご記入ください。 

  ・書類はワープロまたはパソコンで作成してください。 

   また、黒のペンまたはボールペンで記入していただいても結構です。その場

合、Ａ４サイズの用紙をご使用ください。 

  ・その他、団体の規約、定款、広報等、団体の活動がわかるような書類および

参考資料等がありましたら添付してください。 

  ・企画提案に必要な費用は、各提案者の負担とします。 

  ・提出された提案書は返還しません。 

 


